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１．議員定数 
(１)地方自治法における議員定数
に関する規定 

議員定数に係る規定の改正を含む地方自
治法の一部を改正する法律は平成２３年
４月２８日に成立・同年５月２日公布・
同年８月１日施行 

【法９１条】 
①市町村の議員の定数は、条例で定める。 
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(２)法改正の理由 

議会制度の自由度を高め、議会機能を
充実・強化させる見地から考える必要
あり 

すなわち、法定上限制度はもはや不要
であり、廃止すべき 
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(３)議員定数の意義 

議員定数とは議会議員の総定数をいう。 

議会は合議体であることから、その成立
要件として少なくとも３人以上の構成員
が必要である 
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(４)法改正前における規定 

地方自治法第９０条及び第９１条におい
て、人口区分に応じて上限数を法定し、
その数を超えない範囲内において条例で
定数を定めるものと規定されていた 

明治以来の法定定数制度が維持されてき
た歴史的経緯等にかんがみ、法律におい
て何らかの基準を定めておくことが適当
であるとされて設けられていた 
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地方自治法（Ｈ１５．１．１施行） 
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(５)第２９次地制調における意見 

議員数と議員報酬が反比例するような議会の在り方を
住民が選択することができて適当ではないか。 

これまで議員定数が地方自治体の組織及び運営の合理
化の観点から削減されてきた経緯との関係をどう考え
るのか 

議員定数については、住民意思を十分に反映でき、民
主的な議論が可能となる数を確保する必要があるが問
題とならないか 

法定上限制度は、同規模の地方公共団体の議会の間で
余りにも議員数に違いが生じないようにする機能も果
たしていたのではないか 



☆議員定数（地方自治法昭和２２年
制定当時） 

人口 議員定数 

都道府県 １００万以上 ４６～１２０人（７万ご
とに１人） 

７０万以上～１００万未満 ４０～４５人（５万ごと
に１人） 

人口７０万未満 ４０人 

市 ５０万以上 ５６～１００人（２０万
ごとに４人） 

３０万～５０万 ４８～５２人（１０万ご
とに４人） 

２０万～３０万未満 ４４人 

１５万～２０万未満 ４０人 

５万～１５万未満 ３６人 

人口５万未満 ３０人 



フランスコミューン議会の議員定数
（地方自治法典L2121-2条） 



10 

(６)人口比例方式が採用されてい
た理由 

なぜ議員定数を定めるに当たって当
該団体の人口を基礎として算出する
こととしていたのか？ 

議会の議員が住民の声を反映するもので
ある以上、住民の数が多くなれば多くな
る程、それに比例して住民の意見の種類
も多くなると考えられるから、これを議
会に反映させるべき任務を担う議員の数
も多くする必要があるから 
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(７)議員定数条例の提案権 

議員定数条例の提案権は議員に専属
しているのか？ 

議員数を定める条例案については、長
及び議員の何れもが提案できる 



☆名古屋市（定数・報酬削減） 



☆名古屋市・議員報酬 



☆防府市・議員定数 



☆防府市・議員定数審議状況 



☆帯広市・議員定数削減直接請
求 



☆Ｈ２３.１２.３１定数状況 
(合併特例法未適用) 

17 



(８)定数を考えるに当たっての要
件 

①会議体としての議会の能率的
な運営 

②多数の住民が推す優れた人材
の選出 

③地方公共団体の組織全体との
均衡 



(９)定数を考えるに当たって
の留意点 

①歳出に占める議会費の割合 

②定数減少にかかる監視機能へ
の影響 

③面積及び人口にかかる多様な
住民意見の議会への反映の可否 



☆市町村決算に占める議会費の割
合(Ｈ１９～Ｈ２２年度) 
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(単位：百万円) 

年度 歳出合計 
議会費合
計 

議会費割
合(％) 

H19 49,790,291 355,554 0.71 

H20 42,067,164 271,625 0.65 

H21 45,465,478 265,707 0.58 

H22 45,431,596 256,400 0.56 



☆各市決算に占める議会費の割合
(Ｈ２２年度) 
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(単位：百万円) 

歳出合計 
議会費合
計 

議会費割
合(％) 

政令市 11,815,465 29,961 0.25 

特別区 3,074,028 16,442 0.53 

中核市 5,995,226 29,378 0.49 

特例市 3,676,402 20,649 0.56 

一般市 20,870,473 159,968 0.77 



☆市の面積の推移と人口の推移 
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年度 
面積合計 
(平方キロ
メートル) 

人口合計 
議員数合
計 

H14(698
市区) 

107,011 
(153.3) 

99,893,294 
(143,114) 

18,916 
(27.1) 

H23(809
市区) 

216,282 
(267.3) 

115,374,568 
(142,614) 

20,356 
(25.2) 

議員１人
当たり 

5.7→10.6 
5280.9→ 
5659.3 
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(１０)議員定数の基準 

①常任委員会数方式 

②人口１万人に１人方式 

③住民自治協議会方式（または
小学校区方式） 

④議会費固定化方式 
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①常任委員会数(Ｈ２３年中) 
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☆人口段階別の常任委員会数 

人口段階 常任委員会数 

５万未満 ２３．２人 

５～１０万 ２７．２人 

１０～２０万 ３０．４人 

２０～３０万 ３１．２人 

３０～４０万 ３４．４人 

４０～５０万 ３６人 

５０万以上 ４２．４人 

政令市 ４５．６人 



(２)議員１人当たりの人口数 
人口 議員１人当たりの人口数 

都道府県 １００万以上（東京都１３
１０万人） 

２．１７～１０．８３
万 

７５万以上～１００万未満 １．８～２．２万 

７５万未満 １．９万 

市 
 

９０万以上（横浜市３６９
万人） 

１．４万～３．７８万 

５０万～９０万 ０．９万～１．６万 

３０万～５０万 ０．６５～１．０９万 

２０万～３０万未満 ０．５３～０．７９万 

１０万～２０万未満 ０．２９～０．５９万 

５万～１０万未満 ０．１７～０．３３万 

５万未満 ０．１９万 
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(３)住民自治協議会方式（伊
賀市・３８か所） 
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☆小学校区方式（足立区・７
１か所） 
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☆１平方キロメートル当たり
の議員数 
面積（平方キロ
メートル） 

議員定数 1平方キロメートル当たりの
議員数 

１００未満（２
８２市） 

２３．９人 ０．８２ 

１００～３００
（２８０市） 

２３．３人 ０．１４ 

３００～５００
（１０６市） 

２８．５人 ０．０７ 

５００～１００
０（１２０市） 

２９．９人 ０．０４ 

１０００以上
（２１市） 

３２．９人 ０．０２６ 

計 ０．３５ 



☆議員１人当たりの面積(Ｈ２３
年) 

30 

(単位：平方キロメートル) 

議員定数 面積 
１人当たり
の面積 

政令市 61.1 599.8 9.8 

特別区 39.4 26.8 0.68 

中核市 39.5 330.96 8.4 

特例市 32.1 305.7 9.5 

一般市 22.4 257.8 11.5 
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報酬とは、一定の役務の給付の対価
として与えられる反対給付のこと 

議員報酬は、一般の報酬の概念のほ
かに、その地位に対し、職務と責任に
応じて与えられる給付的性格を有する
いわゆる給与的な性質をも併せ有す
る広い概念で用いられている面もある 

２．議員報酬 

(１)意義 
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☆議員報酬決定要因 

各団体の議会活動状況 

財政事情 

住民所得水準 

類似団体との比較均衡 

世論の動向 



☆議員報酬の改正経緯 

昭和２１年以前の府県制、市制・町
村制の時代は名誉職 

昭和２１年になり府県制等の改正が
行われ、名誉職員制度が廃止され、
初めて議員について報酬の支給規定
が設けられた 
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議員報酬は勤務日数に応じて報酬を
支給するとの原則を除外 

議員報酬を規定するにあたって国会
議員との均衡が考慮されたこと並びに
国会議員の歳費とおおむね同様の考
え方で議員報酬が支給されてきた実
態があったから 

☆議員報酬の特殊性 



(２)Ｈ２０年法改正において歳費
としなかった理由 

議員の報酬の名称を「歳費」としな
かった理由は？ 

歳費という名称は年棒といった性格、色彩を強
く帯びるものであると考えられ、地方議会の議
員には町村議会等の小規模団体の議会議員も含
まれていることから、議員報酬についても年俸
といった性格、色彩を強く帯びるような名称を
用いることは必ずしも実態にそぐわないと考え
られた 



☆議員報酬(市議会) 
Ｈ２３．１２．３１ 

最少 最大 

市議会 夕張市 横浜市 

報酬 １８万円 ９５．３万円 

人口 １０,７６９人 
３,６２９,９５０人 

人 

☆市区議会議員報酬の平均（８０９市区）    

４１．８万円 



☆H23.12.31議員報酬平均 



☆市議会議員専業化の推移 

議員数 
議員専業
者数 

割合 

H20 22,134 6,738 30.4% 

H21 21,527 6,803 31.6% 

H22 21,201 6,779 32.0% 

H23 20,388 6,897 33.8% 

H24 20,234 6,852 33.9% 



☆市議会議員年齢構成 

30未満 
満 

30～40 
40 

40～50 
50 

50～60 
60 

60～70 
70 

70～80 
80 

80以上 
上 

計 

H20 
0 

117 
(0.5%) 

) 

994 
(4.5%) 

) 

2,714 
(12.3%) 

%) 

8,131 
(36.7%) 

%) 

8,404 
(38.0%) 

%) 

1,729 
(7.8%) 

) 

45 
(0.2%) 

) 

22,134 
4 

H21 
1 

76 
(0.4%) 

) 

945 
(4.4%) 

) 

2,492 
(11.6%) 

%) 

7,142 
(33.2%) 

%) 

8,972 
(41.7%) 

%) 

1,840 
(8.5%) 

) 

60 
(0.3%) 

) 

21,527 
7 

H22 
2 

52 
(0.2%) 

) 

919 
(4.3%) 

) 

2,339 
(11.0%) 

%) 

6,492 
(30.6%) 

%) 

9,337 
(44.0%) 

%) 

1,989 
(9.4%) 

) 

73 
(0.3%) 

) 

21,201 
1 

H23 
3 

146 
(0.7%) 

) 

1,217 
(6.0%) 

) 

2,561 
(12.6%) 

%) 

6,219 
(30.5%) 

%) 

8,553 
(42.0%) 

%) 

1,655 
(8.1%) 

) 

37 
(0.2%) 

) 

20,388 
8 

H24 
4 

110 
(0.5%) 

) 

1,133 
(5.6%) 

) 

2,439 
(12.0%) 

%) 

5,794 
(28.6%) 

%) 

8,764 
(43.3%) 

%) 

1,955 
(9.7%) 

) 

39 
(0.2%) 

) 

20,234 
4 



☆五木村での状況 
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 熊本県五木村の議員報酬は月額21万3千円で
その8割に当たる17万円を毎月支給し、残り2割を
成果報酬の原資とする。 

 議長が任命する村民5人以内で作る評価委員会
が村議の働きを年度末に査定。 

評価 金額 

優秀 51万6千円（満額支給） 

やや優秀 38万7千円 

良好 25万8千円（半額支給） 

やや良好 12万9千円 

普通 0円 



☆五木村での評価対象項目 
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①各種委員会委員長の会議運営 

②一般質問、質疑の内容 

③協議会・委員会での質問、質疑の内
容 

④政策提案 

⑤地域活動への参加 

⑥議会改革への取組みの有無 



☆五木村での評価結果(H22年度) 
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☆白老町での状況 

43 



☆欠席・懲罰議員に対する議員報酬
の取扱い 

法２０３条より議員報酬・費用弁償は普通地方公
共団体が支給しなければならない義務を負うもの 

それ故、原則として、条例をもって報酬を支給しな
いことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を
放棄することはできない 

しかし、議会欠席や懲罰による出席停止のように
役務の提供がない場合まで支払う義務を生じる
か？ 



☆戸田市議員報酬条例(欠席等による減
額) 



☆栄町議員報酬条例(出席停止による減
額) 
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(３)議員報酬算定の基準方式 

①市政への貢献度を把握し、それをもとに議
員報酬を定める考え方 

②執行部職員の給与を基準とする考え方 

③国会議員の歳費を基準とする考え方 

④日当制を根拠に算出する方法 

⑤当該団体の長の給与額を基準とする考え方 

⑥比較方式 

⑦議会費の割合を一定とし算出する方法 
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①市政への貢献度を把握し、それを
もとに議員報酬を定める考え方 

議員の市政への貢献度をどのように
評価すべきか？ 

収益方式は市政への貢献度を指数化
することが困難 
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②執行部職員の給与を基準とする考
え方 

かって昭和３７．１１．２１行政局長内
簡で都道府県議会の議員報酬について、
都道府県の部長級の中間程度を適当とす
る考えが示された 

また昭和４４．２．５に市議会議長会が
議員報酬を市長給の概ね２分の１に該当
する課長給を最低基準とすることが適当
であるとの考えを示す 
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③国会議員の歳費を基準とす
る考え方 

国会議員の歳費は国会法３５条によ
り一般職の国家公務員の最高の給料
額より少なくない額と規定 

国家公務員の最高
の給料額 

国会議員 

１１９万８千円 １２９万４千円 
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☆衆議院・市議会会期日数等
比較（H22年中） 

衆議院 
市議会平
均 

市議会/
衆議院 

会期 222日 82.1日 40.0％ 

本会議開
催日数 

62日 21.3日 34.4％ 

委員会開
催日数 

24.9日 11.3日 45.4％ 
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☆計算式 

国会議員の歳費÷一般職の公務員の
最高の給料額×地方公務員の最高の
給料額×４０％＝地方議会議員の報
酬額 



④日当制を根拠に支出する方法
(例・矢祭町) 

矢祭町は、平成２０年３月３１日以降、
月額２０万８０００円の議員報酬を廃止
し、議会に１回出席するごとに３万円を
実費支給 

３万円の積算根拠は、「課長職の平均日
給４万４７７２円（期末手当などを含
む）の７割」 
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⑤当該団体の長の給与額を基
準とする考え方 

長給料平均 
議員報酬平
均 

議員報酬/
長給料 

848,711円 420,236円 49.5％ 
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☆当該団体の長の給与額を基準
とする考え方 

①議員も長も共に公選により就任する特別職
であり、対等の立場で当該団体の重要機能を
分担し、共に住民に対して政治責任を負う地
位にある等その身分、性格が類似 

議員報酬は、当該団体の財政事情、住民所得
水準、一般職員給与との比較等諸般の事情を
総合的に考慮し、決定することが適当と考え
られるが、一般にこれらの事情は、長の給料
額の決定の際すでに考慮され尽くしていると
認められること 
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☆議員の職務遂行日数の計算方
法 

①議会活動日数を議員の職務遂行
日数の基本的な要素としてとりあ
げる必要あり 

②議会外における議員個々の「日
常議員活動」に係る日数を考慮す
る必要あり 
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☆会津若松市議員報酬積算方法 
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⑥比較方式 

比較方式とは類似団体を抽出し、各
議会の議員報酬年額を議員活動日数
で除し、自分の議会の値で各議会の
値を除して指数化して検討する方法 

すなわち、議員報酬年額＝現在の議
員報酬額×平均指数 
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⑦議会費を固定化して定数と報
酬を考える方法 

議会費を例えば歳出全体の１％に固
定 

当該議会費の範囲内に収まるように
議員定数と報酬を考える 


